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出産・育児に関する給付の充実化 

昨今、女性活躍や男性の育児参加、子育て支援を充実させる目的の法改正が目立ちます。 

今回は、今年4月1日施行の「育児時短就業給付」と「出生後休業支援給付」についてご

紹介します。 

 

１．育児時短就業給付 

現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する

制度はない。 

「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立

支援の観点から、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択できるようにすることが求められる。 

そこで、被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給

付として、育児時短就業給付を創設。 

給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務する

ことを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の１０％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．出生後休業支援給付 

現状では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算１８０日までは賃金の６７％（手取

で８割相当）、１８０日経過後は５０％が支給されている。 

若者世代が希望通り、結婚、妊娠、出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦と

もに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の

更なる促進が求められる。 

そこで、子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８

週以内）に、被保険者とその配偶者の両方が１４日以上の育児休業を取得する場合に、最大２

８日間、休業開始前賃金の１３％相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率８０％（手

取で１０割相当）へと引き上げることとする。 

配偶者が専業主婦（夫）の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得

を求めずに給付率を引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「共働き・共育て」の推進と考えれば理想的な世の中の流れではありますが、現実問題人手

不足の中で試行錯誤している中で、これ以上働き手が減ってしまっては…というのが正直なと

ころではないでしょうか。 

産後の男性育休については、安産かどうか、第一子か第二子以降か、実家の協力は得られる

のか等、状況によって必要性も大きく変わってくると実感しています。一人一人が状況に応じ

て安心して休業等を申し出ることができ、それを快く受け入れる、余裕のある職場になるため

の「企業への支援策」を国に期待したいところです。 

 

          以上（作成：倉井舞） 


